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【部門区分】第１部門第１区分
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   Ｃ１２Ｎ   5/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/16     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/36     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/00     (2006.01)
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   Ａ６１Ｐ   29/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   17/06     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成31年3月18日(2019.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最適なグローバルアラインメントの後に配列番号１と少なくとも８０％の同一性を有す
るアミノ酸配列を含んでなる、単離されたポリペプチド、または、最適なグローバルアラ
インメントの後に配列番号２、５および７～１３および４７のいずれか１つと少なくとも
８０％の同一性を有するアミノ酸配列を含んでなる、そのフラグメントを含んでなる、薬
剤。
【請求項２】
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　前記ポリペプチドが、配列番号２、５および７～１３および４７、または最適なグロー
バルアラインメントの後に配列番号２、５および７～１３および４７の１つと少なくとも
８０％の同一性を有するポリペプチドから選択される、請求項１に記載の薬剤。
【請求項３】
　皮膚炎症性疾患の治療および／または予防に使用するための、請求項１または請求項２
に記載の薬剤。
【請求項４】
　前記皮膚炎症性疾患が、座瘡である、請求項３に記載の薬剤。
【請求項５】
　前記ポリペプチドまたはそのフラグメントが、宿主細胞への細菌接着に関与する少なく
とも１つの微生物タンパク質のフィブリノゲンとの相互作用を阻害することができ、前記
細菌は好ましくはアクネ菌であり、フィブリノゲンは好ましくはヒトフィブリノゲンであ
る、請求項１～４のいずれか一項に記載の薬剤。
【請求項６】
　前記皮膚炎症性疾患が、乾癬である、請求項３に記載の薬剤。
【請求項７】
　最適なグローバルアラインメントの後に配列番号１と少なくとも８０％の同一性を有す
るアミノ酸配列を含んでなるポリペプチドのフラグメントであって、最適なグローバルア
ラインメントの後に配列番号２、５および７～１３および４７の１つから選択される配列
と少なくとも８０％の同一性を有するアミノ酸配列を含んでなる、前記フラグメント。
【請求項８】
　１５０個以下のアミノ酸を有する、請求項７に記載のフラグメント。
【請求項９】
　配列番号２、５および７～１３および４７からなる群から選択されるアミノ酸配列を含
んでなる、請求項７または請求項８に記載のフラグメント。
【請求項１０】
　請求項７～９のいずれか一項に記載のフラグメントをコードする、単離された核酸分子
。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の核酸分子を含んでなる、ベクター。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の核酸分子または請求項１１に記載のベクターを含んでなる、宿主細
胞。
【請求項１３】
　請求項７～９のいずれか一項に記載のフラグメント、請求項１０に記載の単離された核
酸分子、請求項１１に記載のベクター、請求項１２に記載の宿主細胞から選択される少な
くとも１つの化合物と薬学上許容可能なビヒクルとを含んでなる、医薬組成物。
【請求項１４】
　薬剤として使用するための、請求項１０に記載の単離された核酸分子、請求項１１に記
載のベクター、請求項１２に記載の宿主細胞、または請求項１３に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　乾癬および／または座瘡から選択される皮膚炎症性疾患、好ましくは座瘡の治療および
／または予防において使用するための、請求項１０に記載の単離された核酸分子、請求項
１１に記載のベクター、請求項１２に記載の宿主細胞または請求項１３に記載の医薬組成
物。
【請求項１６】
　薬剤としての同時、個別または逐次使用のための、
　請求項７～９のいずれか一項に記載のフラグメント、請求項１０に記載の単離された核
酸分子、請求項１１に記載のベクター、請求項１２に記載の宿主細胞から選択される少な
くとも１つの化合物；および
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　好ましくは、乾癬および／または座瘡から選択される皮膚炎症性疾患、好ましくは座瘡
の治療および／または予防のために使用される別の薬剤
を含んでなる、組合せ物。
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